
 第７号議案  

（法 第１０条関係） 

 

平成２４年度事業計画書 

平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日まで 

特定非営利活動法人相馬フォロアーチーム 

 

１ 事業実施の方針 

 相馬市教育委員会と協働で被災幼児児童生徒等の心のケア事業、学力向上事業、交流事

業を実施する。 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款の 

事業名 
事業内容 

実施予定

日時 

実施予定

場所 

従事者の

予定人数 

受益対象者の範

囲及び予定人数 

支出見込み額 

（千円） 

学校巡回心

理ケア事業 

臨床心理士、保健師

等 

毎週 3～4

回 

相馬市内

の学校及

び幼稚園 

7人 相馬市内の生徒

等、保護者、教

員 

3,840 

学力向上事

業 

 

 

被災小中学校へ特

色ある事業を提案

してもらい、理事会

が認めた場合にそ

の事業を委託する。

学校規模等で上限

80万円、100万円と

する。 

平成 24 年

4月～平成

25年 3月 

磯部小・

磯部中学

校、中村

第二小・

中学校 

2人 磯部小学校・磯

部中学校、中村

第二小学校、中

村第二中学校 

3,800 

交流事業 思いやりの心、規範

意識を高めるため

に、資金等支援団と

児童生徒の交流事

業を開催する。 

年 4回 相馬市内

小中学校 

7人 相馬市内の生徒

等、保護者、教

員 

1,000 

その他第 3

条の目的を

達成するた

めに必要な

事業 

市内の他の心のケ

アを行う団体との

情報交換会の開催 

毎月 1～2

回 

相馬市生

涯学習会

館 

7人 市内の心のケア

を行う団体等 

120 

 


